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１．議論する事業・市町について 

（１）議論する事業・市町選定の考え方

各委員における事前評価結果に基づき、以下の事業・市町を選定します。 

ア 各委員の評価が３段階以上離れた事業・市町

イ ・意見票において、議論の希望があった事業・市町

・意見票及び特記事項において、確認事項が多かった事業・市町

・評価の低かった（Ｃ評価が多かった）事業・市町

のうち、特に議論すべきと考えられる事業・市町 

（２）議論する事業・市町の選定

「ア」各委員の評価が３段階以上離れた事業・市町 ⇒ １市該当あり 

「イ」に基づき、１事業・３市町を選定 

① みえ森と緑の県民税制度運営事業（共通）

【選定理由】 

・委員から議論の希望があり、「税の認知度が低いまま（特に若年層）である。

また、国の森林環境税の徴収が開始され、県民税の必要性を明確に発信する

必要があることから、これまでの取組を改善し取り組むべき」との意見があ

った。 

② 伊勢市（Ａ班）

【選定理由】 

・「絆の森ウッドデッキ整備事業」における各委員の評価（効率性）が３段階以

上離れるとともに、委員から議論の希望があった。 

・委員からは、「業者選定が不明」「単価設定に疑問」との意見があった。

③ 東員町（Ｂ班）

【選定理由】 

 ・「公共施設等の備品等購入」について、Ｃ評価(２つ)が多く、委員からは、「県

産材フォトスポット用フレームの設置は、木材利用や森づくりへの理解を深

める場になるのか疑問」との意見があった。 

④ 朝日町（Ｃ班）

【選定理由】 

 ・「教育文化施設ビオトープ再生整備事業」について、Ｃ評価(４つ)が多く、委

員からは、「ビオトープについて、住民に知らせていくためにはもう少し工夫

が必要。ビオトープと森と緑が結びつきにくい。」との意見があった。 
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⑤ 明和町（Ｃ班）

【選定理由】 

 ・「木製ブース設置事業」について、Ｃ評価(４つ)が多く、委員からは、「県民

によさが伝わる工夫を」との意見があった。 

- 2 -



２．議論する事業・市町の評価結果と意見等に対する回答 

 

① みえ森と緑の県民税制度運営事業（共通） 

 

（１）事前評価結果 

番
号 

対策
区分 

事業名 評価の視点 A B C D E F G H I J 合計 平均 評価 

⑧ ー 

みえ森と緑

の県民税制

度運営事業 

有効性 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 3.2 B 

効率性 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 B 

公益性 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 31 3.1 B 

情報発信度 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2.9 B 

 

（２）委員からの意見 

 

税の認知度が２割程度と相変わらず低いままです（特に若年層）。このことは

以前から指摘されていますが、改善されていません。国の森林環境税が徴収され

るようになり、県民税の必要性を明確に発信することが必要です。これまでの取

り組みを改善する必要があります。 

 

 

（３）意見への回答 

 みえ森と緑の県民税制度運営事業では、みえ森と緑の県民税（以下「県民税」

という。）を活用した事業の効果や必要性を県民に広く広報し、県民税制度を円

滑に運営することを目的として、さまざまな方法での広報活動を行ってきまし

た。しかし、県民税の認知度は、２割程度と低い水準にあり、このことについて

は、以前から評価委員会において指摘をいただいてきたところです。 

 

【これまでの取組内容】 

 県では、認知度の向上に向けて、チラシやリーフレット等の啓発物品による普

及啓発のほか、以下のとおり取り組んできました。 

年度 取組内容 

令和元年度 ラジオ、テレビ、映画館での宣伝（ＣＭ）、鉄道駅の携帯用時

刻表での広告 

令和２年度 ラジオ、映画館での宣伝（ＣＭ）、駅や商業施設でのポスター

掲出 

令和３年度 プロモーション動画制作、映画館での宣伝（ＣＭ）、ＹｏｕＴ

ｕｂｅでの動画広告 

令和４年度 ラジオ、県政だよりみえ、ＹｏｕＴｕｂｅでの動画広告 

※その他取組：パネル展示、成果報告会、成果報告書、市町広報での情報発信 
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【県民税の認知度について】 

県民税の認知度については、ｅモニターアンケート制度を活用して毎年調査

を行ってきました。 

 ｅモニターアンケート制度は、県が人口構成割合等を考慮して抽出した18歳

以上の県民の皆さんに、モニター登録していただき、インターネットを活用して

県政にかかるアンケート調査を行う制度です。 

 

県民税の認知度の推移 

年代別の認知度 （％） 

年度 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 全体 

Ｒ元 0 17.4 17.1 25.0 21.8 33.3 30.0 23.9 

Ｒ２ 0 21.1 20.0 25.5 25.3 27.7 22.2 24.2 

Ｒ３ 0 22.2 29.5 27.6 29.8 34.3 51.8 31.0 

Ｒ４ 0 23.2 23.7 27.5 30.4 39.4 52.2 32.0 

Ｒ５ 16.5 18.4 15.3 25.1 25.5 21.2※ 

※令和４年度までは、県が無作為抽出した候補者に対して募集を行っていたが、令和５年度からは、民間

モニター会社が保有するモニターを活用した電子アンケートに変更となった。 
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【県民意識調査の実施】 

 県民税の制度見直しや、今後の三重の森林づくりの参考とするため、令和４年

度に18歳以上の県民の皆さん5,000人を無作為に抽出し、「三重の森林づくりに

関する県民意識調査」を行いました。 

 この県民意識調査では、県民税の認知度だけでなく、森林との関わりや県民税

を活用した取組に対する意識、県民税の継続に対する意見などについても調査

を行い、結果を分析することで、効果的・効率的な情報発信について検討・実施

することとしました。 

 県民意識調査の結果から、以下の分析を行いました。 

 

（分析１）森林づくりの情報を目にする媒体の順位 

 １位：テレビ 

 ２位：県広報誌 

 ３位：新聞 

 ４位：インターネットホームページ 

 ５位：ラジオ 
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（分析２）県民税の認知度と子どもの頃に森林とふれあった機会の関係 

 子どもの頃に森林とふれあった機会が多いほど認知度が高い傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析をふまえた対応方針】 

分析から、以下のとおり対応方針をまとめました。 

 

短期的取組 

 

・テレビ、ラジオ、新聞、広報誌、Webなど、さまざまな媒体を 

 活用した普及啓発 

・アウトドアブームを捉え、山や森林など自然に関心の高い方 

にターゲットを絞った普及啓発 

 

 

長期的取組 

 

・子どもの頃から森林にふれあえる機会の創出 

・森林教育の推進 

  

 

この対応方針をもとに、令和５年度は、既存の広報活動に加え、さまざまな広

報媒体を活用した普及啓発と、ターゲットを絞った普及啓発に取り組みました。 

 

①県広報誌（県政だよりみえ）での発信 

時期：令和５年12月号 

 内容：「みえ森と緑の県民税」と「森林環境譲与税」を有効活用した三重の森

林づくりについて紹介 

    ※各市町広報誌や自治会回覧での情報発信も実施（20市町） 

 

 

N=

  全  体 2,244 7.4 12.1 80.5
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知っていた
知っていたが、課税方法や課税額など詳しい内容は知らなかった
このアンケートで初めて知った

子どもの頃の森林とふれあった機会 N=

森林とふれあう機会が多かった 464

森林とふれあう機会がある程度あった 904

森林とふれあう機会があまりなかった 614

森林とふれあう機会がなかった 253
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②中日新聞記事広告 

 掲載日 ：令和５年10月14日（土） 

 紙面内容：県民税の概要や取組の紹介 

森林環境譲与税との棲み分け 

 

③「みえ森と緑の県民税」と「森林環境譲与税」それぞれの使途周知用ホームペ

ージの新設 

 内容  ：県民税と森林環境譲与税との棲み分け（県政だよりと同内容） 

 

④ＦＭ三重オリジナル啓発番組放送 

 番組名 ：みえ森と緑の探検隊！ 

 放送期間：令和５年７月21日～10月13日 毎週金曜 全13回（10分番組） 

 内容  ：県民税を活用した事業と関連する施設や人々を取材して放送し、税

を活用した取組や成果をＰＲ 

 

県政だよりみえ 12 月号 
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⑤ＴＶｅｒ（ティーバー）でのＣＭ配信（15秒） 

 配信期間：令和５年７月21日～８月20日 

 配信内容：県民税のＰＲ動画（令和３年度作成）を配信 

 

⑥アウトドアイベントでの情報発信（ターゲットを絞った普及啓発） 

 イベント名：住まいと暮らしの総合フェア2023 

 開催日  ：令和５年10月14日（土）、15日（日） 

 場所   ：四日市ドーム 

 内容   ： 

  ●ＰＲブース出展 

   ・木のボールプール体験、県民税を紹介するパネル展示、 

チラシ等の普及啓発物品配布、アンケート調査の実施 

  ●ステージイベント 

   ・オリジナル啓発ラジオ番組の連動イベントとして、ＦＭ三重パーソナリ

ティによる「みえ森と緑の探検隊トークショー」を実施 

 

【今後の対応】 

引き続き、さまざまな媒体を活用し、県民税の効果的な情報発信に取り組むと

ともに、山や森林など自然に関心の高い方をターゲットにした普及啓発を進め

ます。 

県民税を広く県民の皆さんに伝えていくためには、関係者が連携し、さまざま

な情報発信ツールや機会を活用し取り組む必要があることから、市町担当者会

議等を通じて、優良事例の共有や情報交換の機会を設けるとともに、効果的な広

報の手法について検討を行ってまいります。 

また、今年度から毎年10月に、森林関連イベント「森林フェスタ」を開催する

予定です。「森林フェスタ」では、森林が持つさまざまな魅力の発信や、県民の

皆さんが森林や自然とふれあう機会の創出に努めるとともに、県民税の必要性

や成果について、情報発信してまいります。 
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② 伊勢市（Ａ班）

（１） 事業別評価表

番
号 

対策 
区分 

事業名 

有効性 効率性 公益性 情報発信度 

平均点 
評
価 

平均点 
評
価 

平均点 
評
価 

平均点 
評
価 

1 2 森林整備事業 3.0 B 3.3 B 3.3 B 3.0 B 

2 2 危険木除去事業 3.3 B 2.8 C 3.3 B 3.0 B 

3 4 
絆の森ウッドデッ
キ整備事業

3.0 B 2.8 C 3.0 B 3.0 B 

（２）「絆の森ウッドデッキ整備事業」について 

【対策区分】 

４ 森と人をつなぐ学びの場づくり 

【事業の目的】 

朝熊町にある「絆の森」においては、木育体験や森林とのふれあいを目的にさ

まざまなイベントを行っています。また、ウォーキングや散策に訪れる方も多く

いるが、当施設内に設置されているウッドデッキは腐朽が著しく、一部破損して

いる箇所もあり、施設利用者に危険を及ぼしています。 

このことをふまえ、早期に「森と人をつなぐ学びの場」として再整備し、森林

教育等のフィールドとしてさらなる活用を図ります。 

【事業の概要】 

腐朽、破損しているウッドデッキの再整備 ２箇所 

整備したウッドデッキ 
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（３）事前評価結果

番号 
対策
区分 

事業名 評価の視点 A B C D 
合
計 

平
均 

評
価 

3 4 
絆の森ウッドデ

ッキ整備事業 

有効性 3 3 3 3 12 3.0 B 

効率性 1 4 3 3 11 2.8 C 

公益性 3 3 3 3 12 3.0 B 

情報発信度 2 4 3 3 12 3.0 B 

（４）委員からの意見

業者選定が不明。単価にも疑問を感じます。 

（５）意見への回答

【単価について】 

・工事費内訳表（設計額）

区分 仕様 金額 備考 

材料費①（県産材） 21 本・防腐剤塗布 333,480 円 森林組合から見積徴取 

材料費②（県産材） 2 本・防腐剤塗布 50,600 円 森林組合から見積徴取 

材料費③（県産材） 2 本・防腐剤塗布 12,480 円 森林組合から見積徴取 

諸材料費 20,000 円 

施工費 159,700 円 

運搬費 14,390 円 

諸経費 571,350 円 
三重県県土整備部積算基

準に基づき算定 

消費税相当額 116,200 円 

合計 1,278,200 円 

【業者の選定について】 

・入札方法

随意契約（２社見積）

・業者の選定

伊勢市契約規則に基づき、建設業者２社を選定

・予定価格

1,162,000 円（税込額 1,278,200 円）
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・見積結果

業者名 入札額 備考 

Ａ社 1,150,000 円 落札（税込額 1,265,000 円） 

Ｂ社 1,160,000 円 

【今後の施設活用について】 

 毎年３月頃、地元小学生及びその保護者を絆の森に招き、木育体験や森林との

ふれあいを目的としたイベントを行っています。(スタンプラリー、木でペンダン

トづくりなど)

今後も、絆の森を木育体験や森林とのふれあいを目的とした場として活用して

いくとともに、地元の方のみならず、多くの方に施設を利用していただけるよう、

情報発信を行っていきたいと考えています。 
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③ 東員町（Ｂ班） 

 

（１）事業別評価表 

番
号 

対
策 
区
分 

事業名 

有効性 効率性 公益性 情報発信度 

平均
点 

評
価 

平均
点 

評
価 

平均
点 

評
価 

平均
点 

評
価 

1 2 危険木伐倒等業務 3.0 B 3.3 B 3.3 B 3.0 B 

2 3 森林教育授業 3.3 B 3.3 B 3.3 B 3.0 B 

3 4 
公共施設等の備品等
購入 

3.0 B 3.3 B 2.7 C 2.7 C 

 

（２）「公共施設等の備品等購入」について 

【対策区分】 

４ 森と人をつなぐ学びの場づくり 

 

【事業の目的】 

町内の公共施設における木製品の導入や、乳幼児を対象とした木製品の配布を

通じて、木にふれあう機会を創出し、木材利用の意義について理解を深め、森林

への関心を高めてもらう場をつくり、森林教育を進めていく。 

 

【事業の概要】 

 ・フォトフレームの設置 

 町内のコスモス畑において、コスモスが見ごろとなる９月から11月にかけて、

県産材のフォトスポット用フレームを設置した。来場者が、木にふれることので

きる機会を創出し、木材利用や森づくりへの理解を深める場として活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

コスモス畑へのフォトフレーム設置 ⽊製プレートで県⺠税活⽤を周知 
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・お食初め箸の配布 

 町内在住の母子220組を対象に、初めて赤ちゃんがお箸を使って食事するための

「お食初め箸」を配布した。お食初め箸には県産材を使用し、乳幼児期から木に

ふれあい、木のぬくもりや香りを体感し、将来に渡り森林や木材に関心を持って

もらう土台とする。 

 

 

 

 

（３）事前評価結果 

番号 
対策
区分 

事業名 評価の視点 A B C 
合
計 

平
均 

評
価 

3 4 
公共施設等の備

品等購入 

有効性 3 4 2 9 3.0 B 

効率性 3 4 3 10 3.3 B 

公益性 3 3 2 8 2.7 C 

情報発信度 3 3 2 8 2.7 C 

 

（４）委員からの意見 

 

・フォトスポット用フレームのアイデアはおもしろいと思うのですが、フレーム

に小さなロゴマークを刻印しても、「森林への関心を深めること」や「木材利用や

森づくりへの理解を深める場」になるのでしょうか。例えば、フォトスポット用

フレームを入れて撮ったコスモス畑の写真のコンクールを行い、町民の皆さんが

投票して入賞作品を決めるというのはいかがですか。その中で県民税や木製品の

良さなどを、もっとＰＲする機会をつくることができると思います。 

・役場での管理はコスモスの花の時期だけですか。コスモスの花の時期が終わっ

ても、フレームは役場で保管していただいて、補修して来年度も使えると良いで

すね。 

・フォトスポット用フレームについては、ホームページでの紹介やロゴマークの

刻印にプラスして、フレームの近くに写真撮影の邪魔にならないように看板など

を立てて、県民税や木材利用の大切さなどを説明した方がよいのではないでしょ

か。 

お⾷初め箸 

- 14 -



 

・お箸を配付する時には、県民税のリーフレットなども一緒に渡してはどうでし

ょうか。 

・公共施設等の備品等購入においては、当県民税がこのような形で使われている

のだと分かる取り組みだと思います。お箸は食育の視点でも効果があり、よい取

り組みだと思います。 

 

 

（５）意見への回答 

フォトスポット用フレームについては、令和６年度以降もコスモス畑に設置し、

引き続き、木にふれあう機会の創出を行います。森林率が７％と低い東員町にお

いては、木製品にふれることが貴重な機会ですので、このような形は、森林や木

材利用への関心や理解を深める場になるものと考えています。 

今後は、現場に県民税を活用して設置したものであることを紹介できる看板の

設置を行い、県民税や木材利用の普及を行います。 

また、町公式インスタグラムにおいて、フォトスポットを利用した投稿を呼び

かける際に県民税のＰＲを行うなど、来場者だけでなく幅広い方へ周知できるよ

うにいたします。 

 お食初め箸については、令和６年度から、箸配布時に県民税のリーフレット等

を同封し、県民税のＰＲを進めます。 

なお、森林教育関係の取組として、令和６年度に町民を対象とした木工体験等

を行う講座を開催し、木製品にふれる場を継続して提供します。 
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④ 朝日町（Ｃ班）

（１）事業別評価表

番
号 

対
策 
区
分 

事業名 

有効性 効率性 公益性 情報発信度 

平均
点 

評
価 

平均
点 

評
価 

平均
点 

評
価 

平均
点 

評
価 

1 2 
里山・竹林環境保全
支援事業（あさひ竹
プロジェクト） 

3.3 B 3.3 B 3.7 A 3.3 B 

2 3 
森林環境教育事業
（あさひ竹プロジェ
クト）

3.3 B 3.3 B 3.3 B 3.7 A 

3 4 
森と緑とふれあう環
境づくり事業（幼保
一体化施設） 

3.0 B 3.0 B 3.0 B 3.0 B 

4 5 
教育文化施設ビオト
ープ再生整備事業 

2.3 C 2.7 C 2.7 C 2.7 C 

（２）「教育文化施設ビオトープ再生整備事業」について 

【対策区分】 

５ 地域の身近な水や緑の環境づくり 

【事業の目的】 

集客力の高い町所有施設である教育文化施設内の調整池兼親水公園をビオトー

プとして再生し、町民が身近な水辺空間を楽しみ、生物多様性に係る認識を深め

ることを目指す。 

【事業の概要】 

教育文化施設内の調整池兼親水公園のビオトープとしての再生整備 １箇所 

（３）事前評価結果

番号 
対策
区分 

事業名 評価の視点 A B C 
合
計 

平
均 

評
価 

4 5 

教育文化施設ビ

オトープ再生整

備事業 

有効性 3 2 2 7 2.3 C 

効率性 3 3 2 8 2.7 C 

公益性 3 3 2 8 2.7 C 

情報発信度 3 3 2 8 2.7 C 
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（４）委員からの意見

・ビオトープと森と緑が結びつきにくい。

・ビオトープについて、住民に知らせていくためには、もう少し工夫が必要と

感じる。

（５）意見への回答

 近年、朝日町では宅地開発が進んだことにより、森林や農地などの自然が減り、

町民が自然にふれあう場所が少なくなりました。 

 このビオトープは、図書館と歴史博物館を含む教育文化施設や児童館が併設す

る町複合施設と同じ敷地に整備し、町民が生物多様性と環境問題について学び、

自然との関わりを深めていただく場となることを目指しています。 

 町民には、この身近なビオトープに自然の生態系を再現して、生き物や植物を

育てるとともに、より大きなビオトープである森林や緑を考えていただくことに

つなげる場として提供できると考えています。 

ビオトープの周知については、ビオトープ整備の概要を町複合施設に掲示する

など、訪問する町民に伝えていくことを進めます。 

また、当施設は、町内で最も集客力のある公的施設であり、町民からの関心も

高いため、既に多くの町民が工事をしていることを把握しており、いくつか問い

合わせもきている状況です。 

工事完了後は、施設内に看板等を設置し、来訪者の自然学習の場や交流の場と

なる「ビオトープ」に関する紹介記事をホームページや広報に掲載し、広く町民

に周知を図ります。 

事業計画については、別紙のとおりですのでご参考ください。 
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⑤ 明和町（Ｃ班）

（１）事業別評価表

番

号 

対
策 
区
分 

事業名 

有効性 効率性 公益性 情報発信度 

平均
点 

評
価 

平均
点 

評
価 

平均
点 

評
価 

平均
点 

評
価 

1 2 松林整備事業 3.0 B 2.7 C 3.3 B 2.7 C 

2 2 危険木除去事業 3.3 B 3.0 B 3.0 B 2.7 C 

3 4 学校木製備品導入事業 3.3 B 3.0 B 2.7 C 2.7 C 

4 4 木製ブース設置事業 2.7 C 2.7 C 2.3 C 2.3 C 

5 5 木造施設設置事業 3.0 B 3.0 B 3.0 B 2.3 C 

（２）「木製ブース設置事業」について 

【対策区分】 

４ 森と人をつなぐ学びの場づくり 

【事業の目的】 

・町主催のイベント等で県産材を活用した組立式木製ブースを子どもたちと一

緒に組み立てるなど、木にふれ、ぬくもりを感じていただくとともに、県産

材の利用促進を図る。

・イベント実施時以外は観光交流施設等に、森林啓発を兼ねた授乳施設等とし

て常設し、木のぬくもりにふれる機会を創出することで、木や森林について

理解を深めてもらう。

・イベント等で木製ブースを利用することで町民の森林や環境問題への意識向

上を図るとともに、県民税の周知、理解を深める。

【事業の概要】 

組立式木製ブースを２基購入し、イベント開催時や観光交流施設に設置、活用。 

イベントでの活⽤状況組⽴式⽊製ブース
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（３）事前評価結果

番号 対策区分 事業名 評価の視点 A B C 
合
計 

平
均 

評
価 

4 4 
木製ブース設置

事業 

有効性 2 3 3 8 2.7 C 

効率性 2 3 3 8 2.7 C 

公益性 2 2 3 7 2.3 C 

情報発信度 3 2 2 7 2.3 C 

（４）委員からの意見

・情報発信の工夫を。

・県民によさが伝わる工夫を。

（５）意見への回答

【活用実績について】 

令和５年10月に開催された「こどもわいわいハロウィンパーティー」、令和６年

３月に開催された「こどもわいわいフェスティバル」において、イベントブース

として活用し、県産材にふれてもらう機会をつくり、木の良さを体感してもらい

ました。 

また、イベントだけではなく、いつきのみや地域交流センターにベビールーム

として常設し、子育て世代の方にもご利用いただきました。 

【今後の活用について】 

（通常時） 

 いつきのみや地域交流センターに常置することで、ベビールームとして活用す

るとともに、古代衣装試着体験のフィットルームとしても活用することとします。 

いつきのみや地域交流センターは、史跡斎宮跡の公園内にあり、散策時の休憩

所、案内所として、昨年度２万人弱の利用者があります。 

利用者の傾向としては、町内の利用者や県内の観光客が主で、ベビールームや

試着体験は、10～40代の若い世代が利用しており、その方たちに向けて、ブース

内に県民税のチラシやポスターを掲示し、幅広い層への情報発信につなげていき

ます。 

（イベント時）

明和町では、「こどもわいわいフェスティバル」などのイベントのほか、「公園

内樹木観察ツアー」「竹神社鎮守の森イベント」など、樹木と親しめるイベントが

開催されています。これらのイベント開催時には、１基をイベント用ブースとし

て活用し、効果的に木の良さについて体感していただくとともに、県民税の情報

発信に活用していきます。 
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